たかおか木材利用促進事業補助金交付要綱
 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、民間施設の木造化及び内装の木質化における高岡市産材・地域材の使用に対して、その経費の一部を助成するため、たかおか木材利用促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、高岡市補助金等交付規則（平成17年高岡市規則第32号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 (定義） 
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)　高岡市産材　高岡市内の森林において合法的に伐採され、富山県内において加工された木材をいう。ただし、県内ではできない加工を要する場合は、この限りでない。
(2)　地域材　富山県内の森林において合法的に伐採され、富山県内において加工された木材をいう。ただし、県内ではできない加工を要する場合は、この限りでない。
(3)　造作材  内装、外装など建築物の造作に使用するものをいう。 
(4)　構造材　柱、梁、桁など建築物の構造耐力上、主要な部分に使用するものをいう。
(5)　備品等　施設内で使用する家具、建具等（施設敷地内に施工される高岡市産材・地域材を使用した塀等）及び遊具をいう。

（補助金の交付） 
第３条　市長は、高岡市産材・地域材(以下「高岡市産材等」という。)の使用の普及啓発を図るため、高岡市内において高岡市産材等を利用して、次条に定める対象施設を新築し、若しくは増改築する者、又は対象施設における備品等を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。 
(1)　宗教的活動を行う組織又は団体 
(2)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条に規定する風俗営業施設を営む者 
(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号から第６号までに規定する暴力団員が関与している者
(4)　補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあるもの 

（補助対象施設） 
第４条　補助金の交付の対象となる施設（以下「補助対象施設」という。）は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
(1)　富山県が実施する「木の香るとやまの街づくり事業補助金」の交付決定を受けた不特定多数の利用が見込める民間施設（居住や事務を目的とした施設・スペースを除く。）
(2)　その他市長が認める民間施設 

（補助対象経費等） 
第５条　本事業に係る区分、補助対象経費及び対象経費ごとの補助額は、別表のとおりとする。
 
（補助金の交付条件） 
第６条　補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 
(1)　本補助金により取得し、又は効用の増加した財産の処分は、補助対象事業の完了後10年間実施しないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(2)　本事業の普及啓発に協力すること。
 
（交付の申請等） 
第７条　補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、たかおか木材利用促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)　事業計画書（様式第１号の２）
(2)　収支予算書（様式第１号の３）

（交付の決定等） 
第８条　市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、たかおか木材利用促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（事業計画内容の変更） 
第９条　補助金の交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定を受けた後において、補助対象事業の内容若しくは予算の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、たかおか木材利用促進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

（実績報告） 
第10条　補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、たかおか木材利用促進事業補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1)　事業報告書（様式第４号の２）
(2)　収支決算書（様式第４号の３）

（補助金額の確定） 
第11条　市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等の結果、補助対象事業が適切に実施されたと認めるときは、たかおか木材利用促進事業補助金確定通知書（様式第５号）により補助金の額を通知するものとする。 

（補助金の交付請求等）
第12条　前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、たかおか木材利用促進事業補助金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。

（決定の取消し等） 
第13条　市長は、規則第17条に基づき、補助対象事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
２　前項の規定は、第11条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。 

（補助金の返還）
第14条　市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（補助金の流用の禁止）
第15条　補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に流用してはならない。

（その他）
第16条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が別に定める。

附　則 
（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。
３　前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に補助金の交付決定を受けた者にかかる規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。











































別表（第５条関係）
	区分
	補助対象経費
	対象経費ごとの補助額
	補助上限額

	補助対象施設の新築・改修等に伴う高岡市産材等使用
	構造材：高岡市産材等による施工及び材料購入に伴う掛かり増し経費（既製品を高岡市産材等に置き換える場合に発生する割増経費をいう。以下同じ。）
造作材：高岡市産材等による内装等の施工及び材料購入に伴う掛かり増し経費（取り壊し及び下地材施工に伴う経費は対象外）
備品等：高岡市産材等製品の導入に係る費用

	構造材：使用する地域材１立方メートル当たり10千円、高岡市産材１立方メートル当たり20千円
造作材：使用する地域材１平方メートル当たり５千円、高岡市産材１平方メートル当たり10千円
備品等：高岡市産材等製品の導入経費の４分の１以内又は既製品の一部を高岡市産材等に置き換える場合にあってはその掛かり増し経費の４分の１以内
	１施設当たり2,000千円


	補助対象施設における高岡市産材等の備品等の導入
	高岡市産材等製品の導入に係る費用

	高岡市産材等製品の導入経費の４分の１以内又は既製品の一部を高岡市産材等に置き換える場合にあってはその掛かり増し経費の４分の１以内
	１施設当たり500千円


※補助額は、千円未満切捨てとする。









[bookmark: _GoBack]附表（実施計画及び補助金事務手続きに関するフローチャート）
	事項

	要領(様式)

	備考


	有
無
無
事前相談
県の「木の香るとやまの街づくり事業」の交付決定
補助金交付申請書提出
交付決定
事業計画変更
協議
重要な変更
軽微な変更
変更承認申請
承認
事業完了前使用
事前確認依頼
現地確認調査
事業完了・実績報告
現地調査・補助金の確定
請求書の提出
有
交付


























	



様式第１号

様式第２号







様式第３号









様式第４号

様式第５号

様式第６号

	
県と情報共有





着手可能

変更があった場合は速やかに報告・協議










原則、供用開始は事業完了後の調査後。やむをえず事前完了前に使用する場合のみ事前確認依頼を行う。

事業完了後1カ月以内に提出　※事業完了＝支払までに完結

供用開始までに調査を受けること




